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公布 条例

◇ 鳥取県議会議員 報酬及 期末手当 額 特例 関 条例（ ）（議会事務局総務課）……

◇鳥取県議会議員 報酬及 期末手当 額 特例 関 条例

趣旨（第 条関係）

条例 、危機的 県 財政状況 踏 、鳥取県議会議員 報酬及 期末手当 額 減 特例

定 。

報酬 額 特例（第 条関係）

鳥取県議会議員 受 報酬 月額 、特別職 職員 給与 関 条例 規定 、次 掲

。

（ ） 議長 円×（ ）＝ 円

（ ） 副議長 円×（ ）＝ 円

（ ） 議員 円×（ ）＝ 円

期末手当 額 特例（第 条関係）

鳥取県議会議員 受 期末手当 額 、 報酬 月額 基礎 、特別職 職員 給与 関

条例 規定 算出 額 。

施行期日

条例 、平成 年 月 日 施行 。

条例 失効

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失 。

鳥取県議会議員 報酬及 期末手当 額 特例 関 条例 公布 。
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（趣旨）

第 条 条例 、危機的 県 財政状況 踏 、鳥取県議会議員 報酬及 期末手当 額 減 特例

定 。

（報酬 額 特例）

第 条 鳥取県議会議員 受 報酬 月額 、特別職 職員 給与 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号）

別表 規定 、次 掲 。

（ ） 議長 円×（ ）＝ 円

（ ） 副議長 円×（ ）＝ 円

（ ） 議員 円×（ ）＝ 円

（期末手当 額 特例）

第 条 鳥取県議会議員 受 期末手当 額 、前条 掲 報酬 月額 基礎 、特別職 職員 給与

関 条例第 条第 項 規定 算出 額 。

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ 条例 失効）

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失 。
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